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☆シリーズ知財マネジメント《知的資産経営教育協議会Ⅱ》④・完
　「知的財産権」を活用して中小企業の収益強化 … ⑴

１．はじめに
　我が国では2002年から知的財産戦略会議が開始さ
れ、知的財産基本法の成立、年度毎の知的財産推進
計画の策定など、知財立国としての取り組みが功を
奏し、企業経営における知的財産及び知的財産権の
重要性が社会的に認知されることとなった。

　その中で、我が国の企業数に占める割合では
99.7％超の中小企業において、知的財産及び知的財
産権が収益強化のためどのように活用されているの
か考察したい。
　中小企業と一言で表現されるがその範囲は広く、
また、業種によって中小企業と大企業を分ける資本
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金や従業員数等の規模による境界線も異なる。
　通常、企業の収益をもたらすものとして、ヒト、
モノ、カネ、加えて近年では知的財産を含む情報の
重要性が語られるが、中小企業はいずれの構成要素
についても、その質、量ともに劣勢に立つとされて
きた。
　現況、少子高齢化（経済規模の拡大困難）、知識
社会への移行（知的資産価値拡大）にともなって、
我が国を含む先進国では経済市場の成熟化が進行し
ており、かつてのように大企業が市場での圧倒的優
位性を誇る環境が、もはや成り立たなくなっている。
また、グローバル化により、新興国においても大量
消費型のマスマーケットから成熟市場へと、かつて
の先進国の何倍ものスピードで市場環境が移行して
いる。
　したがって、その巨体を継続せしめるために市場
に大量の製品、サービスを投入することが不可欠で
ある大企業にとって不利な環境、換言すれば中小企
業には自社自ら固有の強みを発揮して、商品・サー
ビスの差別化・優位性を通じて価値・利益を創造・
実現することが不可欠となりうる市場環境の拡大が
見込まれつつある。
　今後、知的財産権法の保護制度の専門的知識を求
められるのではなく、ビジネスの中で、いかに知的
財産・知的財産権を活用できるか、知的財産センス
を身につけることが必要であろう。
　

２．知的財産と知的財産権の各役割
　企業にはヒト、モノ、カネ、知的財産を含む情報、
及びそれらの周辺に位置する有形・無形の経営資源
が存在し、それらを創造、保護、活用して日々の企
業活動を運営している。中でも人の知的創作活動に
より生み出される知的財産、知的財産権等は企業の
売上、収益を上げるための強みともいえる財産である。
　知的財産基本法第２条において「知的財産」とは、
発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の
人間の知的創造活動により生み出されるもの（…
略）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品
又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業
活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう企業の
知的資産等で、企業価値を向上させるもの（知的財
産業務の目的）、また、同２項において「知的財産権」
とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著

作権、商標権その他の知的財産に関して法令により
定められた権利又は法律上保護され、売上・利益に
係る権利をいう、と定義されている。
　無形かつ財産となり得る情報としての知的財産及
び知的財産権は、模倣されやすい点、また、多数の
者が同時使用可能な点等、有体物であるモノとは異
なる特質を持つことから、多数の特別法による独自
の保護の制度を持つこととなった。
　ただし、企業においては知的財産以外の無形の強
みも数多く有しており、それらの関係は、無形資
産＞知的資産＞知的財産＞知的財産権という階層と
なっていると考えられる。また、外部から視認でき
る喫水ラインは知的資産の箇所で上下しているが、
無形の資産を土台として知的資産が産出され、以下
同様に下位の階層のより大きな裾野が上位の階層の
創造の源泉となっていること、すなわち下記に図示
した構造がイメージされる。

　　　　　　　　　　　企業における無形の強みの階層

※筆者（土井典子）作成による。

　前述した市場環境の変化に伴い、成熟市場におけ
る事業活動で収益を上げるためには、提供する商
品・サービス等に高付加価値を実現することが重要
不可欠である。なぜならば、汎用化した単純な商品・
サービス等の場合、生半な低コスト化では新興国に
到底太刀打ちできないこと、また、ニーズの多様化
や他との差異化について最も威力を発揮するのが、
優れた機能・デザインやブランド力を発揮する知的
創造や営業標識としての知的財産だからである。
　このような企業の売上・収益強化に資する知的財
産、知的財産権を城郭に例えるならば、知的財産は
その城の特色、強みをシンボリックに表現する「天
守閣」であり、その創作、保護、活用の為には、「城壁、
石垣、壕、堀」である知的財産権等の配置の創意工


